
７　機構並びに事務内容 （平成27年7月1日現在）

1 庶務、人事、文書収受及び公有財産に関すること。
2 予算、決算、経理及び物品会計に関すること。

副センター長 総務企画課 3 職員の福利厚生、給与、旅費、諸手当に関すること。
（兼保健所次長） （6名） 4 医療関係の許可及び諸届等に関すること。

事務･統括 5 医療施設等に係る報告に関すること。
6 薬事法、薬剤師法、毒物・劇物取締法に関すること。
7 医療従事者等の免許申請業務に関すること。
8 献血及び薬物乱用防止に関すること。
9 健康福祉センター運営協議会及び地域保健医療連携会議に

関すること。
10 地域保健医療計画の策定・進行管理等に関すること。
11 地域保健に関する調査・研究及び企画調整に関すること。
12 情報の収集、整理・活用及び供給に関すること。
13 人口動態等衛生上の統計に関すること。
14 保健・医療・福祉に係る総合相談窓口に関すること。
15 保健所実習及び臨床研修制度等の企画調整に関すること。
16 広報及び啓発活動の業務に関すること。
17 地域防災対策に関すること。

1 保健師業務に関すること。
2 母子専門相談事業及び母子保健推進協議会に関すること。

地域保健課 3 一人ひとりに応じた健康支援事業に関すること。
（12 名） 4 医療給付(小児慢性特定疾病、特定不妊治療等)に関すること。

5 老人保健事業及び在宅緩和ｹｱﾈｯﾄﾜｰｸ運営事業に関すること。
副センター長 6 健康づくり・栄養改善事業に関すること。
（兼保健所次長） 7 調理師法に関すること。
特命： 8 健康ちば21推進事業に関すること。
地域保健・地域福祉・ 9 給食施設の指導及び栄養関係団体の育成に関すること。

センター長 災害時医療・現任教育 10 歯科保健事業に関すること。
（兼保健所長）  及び学生実習 11 精神保健福祉対策に関すること。

12 精神保健福祉相談・訪問援助に関すること。
13 精神障害者の社会復帰のための相談指導に関すること。

1 特別児童扶養手当の認定及び支給に関すること。
2 民生委員・児童委員に関すること。

地域福祉課 3 母子・父子・寡婦福祉に関すること。
（4名) 4 児童・高齢者・障害者の福祉に関すること。

5 戦傷者・戦没者遺族等の援護業務に関すること。
6 配偶者暴力相談支援センターの業務に関すること。

1 結核及び感染症対策に関すること。
2 特定疾患治療研究事業及び難病相談事業等に関すること。

疾病対策課 3 原子爆弾被爆者の医療等に関すること。
（10名) 4 エイズ相談・教育及び抗体検査事業に関すること。

5 予防接種事業に関すること。
副センター長 6 肝炎治療特別促進事業に関すること。
（兼保健所次長） 7 石綿健康被害救済業務に関すること。
特命： 8 腸内細菌検査に関すること。
疾病対策・生活衛生・ 9 保健師業務に関すること。
 院内感染症対策・

1 食品衛生法(食品機動監視課の所掌するものを除く)の
施行に関すること。

2 製菓衛生師法に関すること。
生活衛生課 3 ふぐの取扱い等に関する条例の施行に関すること。
（11名) 4 動物の愛護及び管理に関する法律の施行に関すること。

5 狂犬病予防法、千葉県動物愛護及び管理に関する条例の
施行に関すること。

6 公衆浴場法､興行場法､旅館業法､理容師法､美容師法､
クリーニング業法に関すること。

7 化製場等に関する法律、温泉法に関すること。
8 建築物における衛生的環境の確保に関する法律、

住居衛生に関すること。
9 遊泳用プール行政指導指針に関すること。
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1 3 4 6(2) 1 15(2)

1 2 3 8 1(1) 17(8) 16(5) 48(14)

1 1

7(4) 7(4)

1 2 1(1) 4 8(1)

1 1 6 1(1) 8 17(1)

2 1(1) 3(1)
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1 1

2 2

2 2

セ ン タ ー 長 ( 所 長 ) 1 1

副センター長 ( 次 長 ) 3 3

1 1 1 1 4
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1 1 2

2(2) 1 3(2)

2 2(1) 4(1)

1 5(5) 3 9(5)

1 1

1 1

2 2

2 2 4

1 2(2) 3(2)

1 2(1) 1 4(1)

1 3 1(1) 5 4(1) 14(2)

(注) 技術職員の内訳については、主たる職種による。また、（　）内は兼務職員の内数である。
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表６　     職　　　員　　　数
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